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第８節 津波発生時の避難対策 
～自身が逃げることで多くの人が救われる～ 

 

 

津波が発生した場合、周辺住民が直ちに近くの建物の 3 階以上に避難できるよう、水害避難ビ

ルを指定するなど津波（水害）避難場所を確保します。 

誰かが率先して避難行動を行うことで、まわりの人たちも続いて避難行動を行うことから、祖

先避難者の育成を行います。 

また、東淀川区域に他区からの避難者が避難することが考えられることから、避難者の受入体

制を整えます。 

 

 

 

区役所の平時の取組み 区民の平時の取組み 

１ 津波（水害）避難ビルの指定 

 津波の襲来が西側（海側）から始まることから、

区内西側の地域の 3 階以上の堅牢な建物から順次

津波（水害）避難ビルに指定していきます。 

 

２ ハザードマップの作成 

 津波浸水想定や水害浸水想定を更新し、津波（水

害）避難ビル等を新たに記載したハザードマップを

作成します。 

 

３ 避難所の高所通路への鍵の確保 

 各避難施設の高所（3 階以上）への通路の鍵を区

役所と地域で保管します。 

 

(1) 区役所  各避難所施設の高所階への鍵  １ｾｯﾄ 

 （門の鍵・1 階の階段シャッターの鍵） 

(2) 地域   地域内の避難所施設の高所階への鍵  ３ｾｯﾄ 

（門の鍵・1 階の階段シャッターの鍵） 

 

４ 標高表示板 

 区内の掲示板や避難所周辺の電信柱に現在地の

標高表示板を設置します。 

 

(1) 区内掲示板  77 ヶ所 

(2) 電信柱    340 ヶ所 

 

５ 率先避難者の育成 

 津波避難訓練開催や防災学習を通じて、率先避難

者の重要性とその意義を啓発し、地域住民の率先避

難者を育成していきます。 

 

6 区災害対策本部の津波対策体制の構築 

 津波発生時に、区民の高層階（3 階以上）への避

難誘導に重点をおいた区災害対策本部の津波対策

１ 浸水想定の確認 

 ハザードマップで自分の住む地域の津波や水害

時の浸水想定区域、浸水深を確認しましょう。 

    

□ 浸水エリア 

□ 浸水深 

 

２ 津波（水害）避難ビルの確認 

 ハザードマップや実際にまちを歩いてどこに津

波（水害）避難ビルがあるか確認しましょう。 

 

□ ハザードマップで津波（水害）避難ビルの確認 

□ 実際のまちの津波（水害）避難ビルの確認 

 

３ 地域で津波（水害）避難場所の指定 

 地域で近隣の高層建物の所有者や住民と話し合

い、津波や水害時に一時的に高層建物に避難できる

ようにしましょう。 

      

□ 自宅周辺に津波（水害）一時避難場所があるか

確認 

 

１ 計画の目的 

 

２ 平時の取組み 

 

ここまで

浸水しま

す 

このビル

に避難か 

30 名は

避難でき

ますか？ 

大丈夫

です 
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体制を構築します。 

 
４ 津波避難訓練の実施 

 津波や水害が発生した場合、自宅からどこに、ど

のようにして避難するのか、津波避難訓練や防災学

習会を通じて確認しましょう。 

 

□ 避難方法の確認 

□ 避難先の確認 

 

５ 率先避難者の啓発 

 地域住民（あなた自身）が率先して避難行動をと

る、率先避難者の意識（自覚）を持ちましょう。 

 

□ 率先避難者として災害が発生したら直ちに避

難行動をおこない、地域住民を牽引して避難す

る 

 

 

 

 

 

区役所の災害応急対策活動 区民の災害応急対策活動 

１ 津波情報の収集 

 テレビやラジオ、大阪市災害対策本部から津波情

報を収集します。 

 

２ 津波情報の広報 

 津波警報が発令された場合、同報系無線（防災無

線）で津波情報を広報します。 

 

３ 避難誘導 

 津波警報が発令された場合、職員を各地域に派遣

し、津波情報の広報と地域住民を津波避難ビル等へ

避難誘導します。 

      

４ 避難所施設担当者の派遣 

 浸水被害の無い避難所施設に担当職員 2 名を派

遣し、避難所施設管理者、避難所の運営組織と協力

しながら避難所の開設・運営を行います。 

 

 

 

 

１ 津波情報の収集 

 テレビやラジオ、同報系無線（防災無線）から津

波情報を収集します。 

    

□ テレビで津波情報を確認 

□ ラジオで津波情報を確認 

□ 同報系無線（防災無線）で津波情報を確認 

 

２ 率先避難（避難呼び掛け） 

 率先して避難行動を行い、周辺住民に避難を呼び

かけながら津波（水害）避難ビル等へ避難します。 

           

□ 周辺住民に避難を呼び掛け 

□ 近くの津波（水害）ビル等へ避難 

 

３ 避難所施設に 2 次避難 

 津波警報が解除されてから、浸水被害の無い避難

施設に 2 次避難します。 

 

３ 災害時の行動（災害応急対策活動） 

 


